
保険外負担に関する事項 
当院は、下記の事項について、その使用に応じた実費の負担をお願いしております。 
料金は税込です。 
 
診断書・証明書 

①入院・外来通院証明書、領収証明書 1 通 550 円 

②施設入所用健康診断 1 通 3.300 円 

③病院様式診断書 1 通 5.500 円 

④自賠責診断書・明細書 1 通 11.000 円 

⑤各種保険会社診断書・証明書 1 通 7.700 円 

⑥後遺症診断書・年金診断書 1 通 11.000 円 

⑦各種障害診断書・身体障害診断書 1 通 11.000 円 

⑧臨床調査個人票(新規) 1 通 3.300 円 

⑨臨床調査個人票(更新) 1 通 1.100 円 

その他 

①カルテ開示手数料 1 回 2.200 円 

 コピー代 1 枚   20 円 

②画像 CD 1 枚   550 円 

③診察券の再発行 1 回   110 円 

④VC サプリ 1 箱 4.000 円 

⑤VC ローション 1 個 3.300 円 

⑥ハイドロキノン（クリア） 1 個 3.300 円 

⑦ハイドロキノン（コンシーラー） 1 個 3.850 円 

⑧ピアス  8.000 円 

⑨AGA 治療（プロペシア・ザガーロ等）初診料 1 回 3.045 円 

 AGA 治療（プロペシア・ザガーロ等）再診料 1 回 1.350 円 

⑩ノロウイルス検査(65歳以上は保険適応) 1 回 3.850 円 

⑪肺がん検診(自費) 1 回 6.600 円 

⑫バイアグラ(検査なし) 1 回 5.500 円 

⑬バイアグラ(検査あり) 1 回 11.000 円 

⑭診察券の再発行 1 回 110 円 

 
 
 
 



予防接種の費用について 

①麻疹(ましん) 5.500 円/回 

②風疹(ふうしん) 5.500 円/回 

③日本脳炎 3.300 円/回 

④A型肝炎ワクチン 7.700 円/回 

⑤B型肝炎ワクチン 7.700 円/回 

⑥水痘(水ぼうそう) 7.700 円/回 

⑦ツベルクリン反応 3.850 円/回 

⑧おたふく(ムンプス) 5.500 円/回 

⑨MRワクチン(麻疹・麻疹混合) 8.250 円/回 

⑩破傷風 2.200 円/回 

⑪3 種混合ワクチン 3.850 円/回 

⑫2 種混合ワクチン 3.300 円/回 

⑬BCGワクチン 5.500 円/回 

⑭ヒブワクチン 7.700 円/回 

⑮肺炎球菌ワクチン 
横浜市公費 3.000 円/回 

自費：ニューモバックス 23 価 7.700 円/回 

⑯インフルエンザ予防接種 
横浜市公費 2.300 円/回 

自費 4.000 円/回 

自費：帯状疱疹ワクチン(シングリックス注) 22.000 円/回 

公費：帯状疱疹ワクチン(シングリックス注) ⇒要 2 回接種 10.000 円/回 

公費：帯状疱疹ワクチン(生ワクチン)⇒1 回接種のみ 4.000 円/回 

爪切り処置（正常爪） 

初診料 1 回 3.300 円/回 

再診料 1 回 1.300 円/回 

爪切り：手 1 回 2.200 円/回 

爪切り：足 1 回 2.200 円/回 

肥厚爪、巻き爪 1 回 3.500 円/回 

肥厚爪＋グラインダー 1 回 5.500 円/回 

巻き爪処置 

リフト 初診料（装着時） 1 回 10.400 円/回 

リフト 再診料（装着時） 1 回 2.400 円/回 

マチワイヤー 初診料（装着時） 1 回 9.400 円/回 

マチワイヤー 再診料（調整・抜去時） 1 回 2.400 円/回 



医薬品の自己負担の新たな仕組み(長期収載品の処方等または調剤) 
当院では後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用を推奨しています。 
令和 6年 10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金(※1)をお支払いいただきます。 
 
※1 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の 4分の 1 相当のことをいいます。なお、先発医薬品を処方・
調剤する医療上の必要のあると認められる場合は、特別の料金は不要となります。 
例えば、先発医薬品の価格が 1 錠 100 円、後発医薬品の価格が 1 錠 60 円の場合、差額 40 円の 4 分の 1 で
ある 10 円を、通常の 1～3 割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。 

 
 
一般名処方加算について 
 
当院では後発医薬品の使用促進を図ると共に、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。 
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名
処方（※一般的な名称により処方箋を発行する事）を行う場合があります。 
一般名処方によって特定の医薬品が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなり
ます。 
一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載する事です。そうすることで供給
不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、必要なお薬が供給しやすくなります。 



機能強化加算に係る掲示 
 
健康診断の結果に関する相談など、健康管理に関する相談に応じます。 
必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。 
介護・保険・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。 
夜間・休日のお問い合わせへの対応を行っています。 
受診されている他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要な管理を行います。 
※かながわ医療情報検索システムのホームページにある「医療機能情報提供制度」のページでかかりつけ医
を有する医療機関等検索が可能です。 
 
明細書発行に関する事項 
 
医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬の算定項
目の分かる明細書を無料で発行しております。 
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただ
き、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方
は、会計窓口にてその旨をお申し出下さい。 
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。 
 
医療 DX推進体制整備加算に関する掲示 
当院は医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供するため、下記の取り組みを行っております。 
 
・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用し診療を行います。 
・医療 DXを通じて質の高い医療を提供するために、マイナ保険証の利用を推進しております。 
・今後、国が提供する電子カルテ情報共有サービスを導入する予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



保険医療機関 
 

指定自立支援医療機関（更生医療） 
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30号） に基づく指定医療機関を含む。) 
公害医療機関 
労災保険指定医療機関 
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 
原子爆弾被害者一般疾病医療機関 
障害者自立支援法 
身体障害者保険法 
自賠責保険法 
労災者災害補償保険法 
 
 

関東信越厚生局への届出に関する事項 
 
当院では、次の施設基準に適合している旨の届出を行っております。 
 
医療 DX推進体制整備加算 
外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 
保険医療機関間の連携による病理診断 
下肢創傷処置管理料 
 


